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茨
城
県
環
境
保
全
施
設
資
金

融
資
制
度
の
ご
案
内

犬
・
猫
の
避
妊
、
去
勢
手
術
の

補
助
金
の
ご
案
内

　

茨
城
県
で
は
個
人
が
公
共
下
水
道
ま
た
は
農
業
集
落
排
水
施

設
へ
接
続
す
る
場
合
に
要
す
る
資
金
（
宅
内
排
水
設
備
工
事
資

金
）
に
つ
い
て
、
融
資
の
あ
っ
せ
ん
及
び
利
子
補
給
を
行
っ
て

い
ま
す
。（
供
用
開
始
年
度
は
問
い
ま
せ
ん
）

　

行
方
市
に
お
い
て
は
供
用
開
始
３
年
以
内
に
接
続
さ
れ
ま
す

と
市
の
補
助
金
制
度
（
４
万
円
）
と
併
せ
て
ご
利
用
で
き
ま
す
。

生
活
環
境
の
向
上
と
霞
ヶ
浦
の
水
質
浄
化
の
た
め
に
、
１
日
で

も
早
い
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
受
付
は
先
着
順
で
す

の
で
希
望
の
あ
る
方
は
お
早
め
に
お
申
込
下
さ
い
。

　

行
方
市
で
は
、
犬
・
猫
の
無
秩
序
な
繁
殖
を
抑
制
し
、
周
囲

に
対
す
る
危
害
、
迷
惑
の
防
止
を
図
り
、
動
物
愛
護
及
び
管
理

に
つ
い
て
意
識
の
高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

○
補
助
金
対
象
者
（
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
）

１
．
行
方
市
に
住
所
を
有
し
、
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

２
．
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

３
．
獣
医
師
に
お
い
て
避
妊
、
去
勢
手
術
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と

○
補
助
対
象
動
物

１
．
補
助
対
象
者
が
飼
育
す
る
犬
・
猫
（
毎
年
度
一
世
帯
あ
た
り
そ
れ
ぞ
れ
１
頭
）

２
．
犬
に
つ
い
て
は
、
補
助
対
象
年
度
に
登
録
及
び
狂
犬
病
予

防
注
射
を
受
け
て
い
る
こ
と

３
．
補
助
対
象
動
物
は
、
生
後
３
ヶ
月
以
上
で
あ
る
こ
と

○
補
助
金
額

　

避
妊
手
術　
　

犬
・
猫
１
頭　
　

４
，
０
０
０
円

　

去
勢
手
術　
　

犬
・
猫
１
頭　
　

３
，
０
０
０
円

○
避
妊
・
去
勢
手
術
の
効
果

　

メ
ス
の
場
合

①
発
情
が
な
く
な
る
②
オ
ス
が
集
ま
っ
て
こ
な
い
③
子
供
が

生
ま
れ
な
い
④
危
険
性
が
な
く
な
る
（
犬
）
⑤
生
殖
器
系
の

病
気
予
防

　

オ
ス
の
場
合

　

①
子
供
を
生
ま
せ
な
く
な
る
②
無
駄
吠
え
・
遠
吠
え
防
止
（
犬
）

③
異
様
な
声
で
鳴
か
な
く
な
る
（
猫
）
④
縄
張
り
を
争
っ
て
ケ

ン
カ
し
な
く
な
る
⑤
室
内
に
オ
シ
ッ
コ
を
か
け
て
回
ら
な
く
な

る
（
猫
）
⑥
生
殖
器
系
の
病
気
予
防

○
申
込
期
間　
　

平
成
21
年
度
内
（
た
だ
し
予
算
が
な
く
な
り

次
第
終
了
）

○
申
込
方
法　
　

電
話
で
の
申
込
は
で
き
ま
せ
ん
。
印
鑑
を

持
っ
て
左
記
ま
で
直
接
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
手
術
を
行
な

う
前
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

○
申
込
み
先　
　
環
境
課（
北
浦
庁
舎
）総
合
窓
口
課（
麻
生
庁
舎
・
玉
造
庁
舎
）

○
問
合
せ
先　
　

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）

　

☎　

０
２
９
１-

３
５-

２
１
１
１

宅内排水設備とは？
台所、風呂、水洗トイレなどの汚水を公共ま
すに流すために設置する排水管、汚水ます等
のことです。

○
問
合
せ
先

　

行
方
市
役
所　

下
水
道
課

　
　
　

 

☎　

０
２
９
９-

５
５-

０
１
１
１

　

鹿
行
県
民
セ
ン
タ
ー　

環
境
・
保
安
課

　

 

☎　

０
２
９
１-

３
３-

６
０
５
６

　
※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
記
載
し
て
あ
り
ま
す

排水設備 公共下水道　農業集落排水

INFORM
ATION

お 知らせ

高
度
処
理
型
浄
化
槽
整
備
に

対
し
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　

専
用
住
宅
に
高
度
処
理
型
浄
化
槽(

窒

素
及
び
リ
ン
除
去
型)

を
設
置
さ
れ
る

個
人
の
方
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

茨
城
県
で
は
平
成
21
年
４
月
１
日
よ

り
「
高
度
処
理
型
浄
化
槽
の
設
置
」
が

建
築
確
認
の
審
査
用
件
と
な
り
、
従
来

の
「
通
常
型
浄
化
槽
」
で
は
建
築
基
準

法
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
不
正
に
通
常
型
浄
化
槽
を
設

置
し
た
場
合
は
、
茨
城
県
霞
ヶ
浦
水
質

保
全
条
例
に
よ
る
罰
則
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

受
付
開
始　

平
成
21
年
４
月
１
日

補
助
対
象
地
域　

公
共
下
水
道
整
備
区

域
及
び
認
可
区
域
、
農
業
集
落
排
水
整

備
区
域
及
び
認
可
区
域
を
除
く
、
行
方

市
全
域
が
対
象

補
助
予
定
基
数

　

５
人
槽　

５
基

　

７
人
槽　

９
基

　

10
人
槽　

１
基

補
助
予
定
金
額

　

５
人
槽　
　
　

８
７
６
，
０
０
０
円

　

７
人
槽　

１
，
２
１
９
，
０
０
０
円

　

10
人
槽　

１
，
７
１
９
，
０
０
０
円

問
合
せ
先　

下
水
道
課
（
玉
造
庁
舎
）　

☎　

０
２
９
９-

５
５-

０
１
１
１


